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防 災 対 策 本 部 か ら 
 

防火管理者  須長 利仁 

 

平素よりシーアイハイツ和光の防災につい

て、ご協力をいただき、ありがとうございます。 

 コロナ禍での生活も3年目となりました。

感染対策に気を付けながらの不便な毎日が続

いておりますが、地震や台風といった災害へ

の対策も盤石にする必要があります。2022 年

1 月以降、日本国内で震度 5 弱以上の強い地

震が既に 12 回発生しており、大規模な地震が

明日にも来るかもしれず、災害に対する備え

は非常に重要となっています。各家庭でも非

常持ち出し袋や備蓄品などの充分な準備をし

ておきましょう。 

 特に感染症蔓延時にも役に立つ 

 

・マスク 

・手袋（ビニール手袋） 

・除菌シート、スプレー 

 

などは多めに非常持ち出し袋へ入れておく

と安心です。 

 また災害時用の備蓄品は万一感染した場

合の自宅療養時にも活用できます。感染対策

と共に今一度、災害対策も見直して頂けたら

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 防災マニュアル説明会実施について 

「シーアイハイツ和光震災時行動マニュア

ル」（各家庭版）の住民向け説明会を 9 月より

実施しています。  

大変多くの住民の皆さまに参加のお申込み

をいただき、当初 3 回を予定していた実施回

数を 4 回へ増やして対応しましたが、それで

も多くの方へお断りせざるを得ませんでした。

大変申し訳ございませんでした。 

今回お断りをした方、欠席された方には、11

月に開催される追加説明会のご案内を配布さ

せていたただきました。追加説明会にご出席

される方は「シーアイハイツ和光震災時行動

マニュアル（家庭用）」冊子をご持参の上お越

しください。 

 

2. 秋の消防・防災訓練 10 月 16 日午前予定 

今年から新たに地震訓練を取り入れました。

9 時 45 分に地震発生の放送を流しますので、

身の安全を図る行動をしてください。10 時の

放送で避難はしごを操作し、はしごを降ろす

訓練をします。ただし現在、大規模修繕工事中

の第 2 街区（ＥＦＧ棟）避難はしごの訓練を

おこないません。10 時 20 分の警報ベルを確

認後、居住者は避難を開始します。その際、避

難確認カードを玄関ドアに掲示の上、1 次避難

場所に避難・集合してください。訓練に参加さ

れないご家庭も、避難確認カードは午前中の

間必ず掲示をしておいてください。 

※地震訓練を取り入れるにあたり、例年警

報ベルを試験と本番で 2 回鳴らしましたが、

今年から本番の 1 回のみ鳴らします。 

一昨年、昨年と一般参加者は、1 次避難場所

に避難・集合し点呼を受けた時点で終了とな

りましたが、今年は 2 次避難場所に移動し防

災対策本部員、各消防班員とともに、それぞれ

割振りを受けた訓練に参加していただきます。

棟別訓練内容につきましては各戸に配布した



３ 
 

「消防・防災訓練のお知らせ」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年に一度の訓練です。いざという時に慌

てず行動できるための訓練となります。 

災害時には、地域や身近にいる人同士の助

け合い（共助）が大切です。 

是非、多くの皆様がご参加くださいますよ

う、お願いいたします。 

 

3. マンションでの防災対策 

～マンション特有のリスクに備える～ 

 シーアイハイツ和光では震災時マニュア

ルの整備や防災訓練などでマンション全体と

して災害時に備えていますが、各ご家庭でも

防災対策を、特にマンション特有のリスクに

も留意しながらお願いできればと思っており

ます。 

マンション特有のリスクの 1 番は、なんと

いっても「エレベーター停止のリスク」です。 

停電などでエレベーターが停止した際には 

階段を使わざるを得ず、特に 4～5 階より上層

階の居住者は、長い距離の上下移動を強いら

れます。そのため外出自体が不便になり、食料

品や日用品の補充など、災害後の生活に支障

が生じやすくなります。水道や電気などのイ

ンフラが使えなくなった時のために、特に上

層階のご家庭は充分な備蓄品の準備をしてお

いてください。過去の災害に於いて、「高齢夫

婦 2 人暮らしだから多くの備蓄は必要ない」

と考え、ほとんど備えをしていなかった夫婦

が、飲料水を確保するために階段を何往復も

しなければならずそれだけで心身の大きな負

担になった、ということがあったそうです。自

分は大丈夫と思わず、「備えあれば憂いなし」

と充分な備蓄をしておきましょう。 

 また、マンションでは「災害時にトイレが使

用できなくリスク」もあります。無理な排水で

下層階に被害をもたらす可能性もあり、一見

使えそうでも使用禁止となることがあります。

食料品と併せて、簡易トイレの準備も各家庭

でしておいた方が安心です。 

 昨年、自治会で全戸に災害時の簡易トイレ

の配布を行いました。これをいざという時に

すぐに使える場所に置いておくだけでも、防

災対策の第一歩となります。 

 1 人 1 人が「その時」に備えて準備をしてお

くことで、災害時に落ち着いて行動すること

ができます。 

 この機会に各ご家庭の災害対策について見

直して頂けたらと思います。 

 

 

 

 


